
旭市「広報あさひ」広告取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、「広報あさひ」（以下「広報紙」という。）に掲

載する広告の取扱いに関し、旭市広告掲載基準要綱（平成２５年旭市

告示第２０２号。以下「要綱」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（広告掲載の対象） 

第２条 広告を掲載する広報紙は、毎月１日に発行する広報紙とする。

ただし、市長が認める場合はこの限りではない。 

（広告の規格） 

第３条 広告の規格は、原則として次の表のとおりとする。  

区分 大きさ 

１号広告 縦５．０ｃｍ×横 ８．７ｃｍ 

２号広告 縦５．０ｃｍ×横１７．８ｃｍ 

 （広告掲載のページ、位置及び枠数） 

第４条 広告を掲載するページ、位置及び枠数は、別表に定めるとおり

とする。 

（広告掲載希望者の募集） 

第５条 広告の掲載を希望する者（以下「広告掲載希望者」という。）

の募集は、広報紙及び市ホームページ等により行うものとする。 

２ 前項の募集は、毎年１月に翌年度分の広告掲載について行うものと

する。 

３ 前項の規定にかかわらず、掲載枠に空きが生じたときは、当該年度

分の広告掲載希望者を随時募集するものとする。 

 （広告掲載の申込み） 

第６条 広告掲載希望者は、「広報あさひ」広告掲載申込書（第１号様式）

により、次の各号に掲げる書類を添付して申し込むものとする。 



⑴ 業務内容等を明らかにする書類等（会社案内、パンフレット等） 

⑵  掲載しようとする広告案 

⑶  その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項の規定による申込みの締め切りは、広告の掲載を開始しようと

する広報紙の発行日の属する月の２月前の２０日とする。ただし、市

長が認める場合はこの限りではない。 

３ 広告掲載の申込みは、１掲載号につき１枠とし、同一年度に発行す

る複数の掲載号において行うことができるものとする。 

（広告掲載の決定） 

第７条 市長は、前条の規定により提出のあった申込書について、要綱

に基づき速やかにその内容を審査し、広告掲載の可否を決定するもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、その

結果を「広報あさひ」広告掲載可否決定通知書（第２号様式）により

広告掲載希望者に通知するものとする。 

３ 市長は、広告掲載希望者の数が第４条に規定する枠数を超えたとき

は、次の順位により掲載を決定する。この場合において、順位が同じ

広告が複数あるときは、掲載希望回数の多いものを優先する。 

⑴  第 1 順位 旭市内に事業所等を有するもの 

⑵  第２順位 前号に掲げる以外のもの 

４ 前項に規定する方法によっても、広告掲載希望者が第４条に規定す

る枠数を超えるときは、抽選により決定する。 

（広告原稿の作成及び提出） 

第８条 前条の規定により掲載の承認を受けた者（以下「広告主」とい

う。）は、広告原稿を市長が指定する期日までに、市長が指定する場所

に提出するものとする。 

２ 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。 

（広告掲載料） 

第９条 １掲載号の１枠当たりの広告掲載料（消費税及び地方消費税を



含む。）は、次の表のとおりとする。 

区分 広告掲載料 

１号広告 １５，０００円 

２号広告 ３０，０００円 

２ 広告主は、市長が指定する期日までに、当該年度分の広告掲載料を

一括で納付しなければならない。 

（広告の内容等の変更要求） 

第１０条 市長は、広告が掲載に適さないと判断したときは、広告主に

対して広告の内容等の変更を求めることができる。 

（広告掲載の取消し） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主へ

の催告その他何らかの手続きを要することなく、広告掲載の決定を取

り消すことができる。 

⑴  指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。 

⑵  指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。 

⑶  前条の規定による広告の内容等の変更が行われないとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が広告掲載が適切でないと判断

したとき。 

２ 前項の規定により広告掲載を取り消した場合は、納付済みの広告掲

載料は、返還しない。 

（広告掲載の中止） 

第１２条 広告主は、自己の都合により広報紙への広告掲載を中止する

ことができるものとする。 

２ 前項の規定により広告掲載を中止するときは、広告主は「広報あさ

ひ」広告掲載中止申出書（第３号様式）により、中止を希望する広報

紙の発行日の２月前の１日までに市長に申し出なければならない。た

だし、市長が認める場合はこの限りではない。 

３ 前項の規定により広告掲載を中止した場合は、納付済みの広告掲載

料は、返還しない。 



（広告掲載料の返還） 

第１３条 市は、広告主の責めに帰することができない理由により、広

報紙に広告を掲載できなかった場合は、掲載できなかった回数に応じ、

納付済みの広告掲載料を広告主に返還するものとする。 

２ 広告掲載料の返還を受けようとする者は、「広報あさひ」広告掲載料

還付請求書（第４号様式）により市長に請求しなければならない。 

３ 還付する広告掲載料には、利子を付さない。 

（広告主の責務） 

第１４条 広告主は、広告の内容等に関する一切の責任を負うものとす

る。 

２ 第三者から、広告の内容等に関連して損害を被ったという請求がな

された場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。 

（その他） 

第１５条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定め

る。 

   附 則 

 この要領は、令和８年１月１日から施行する。 



別表（第４条関係） 

広告の掲載ページ、位置及び枠数 

（１６ページ構成の場合） 

掲載ページ 掲載位置 掲載枠数 

１１～１４ページ 最下段 １号広告×２枠又は２号広告×１枠 

（２０ページ構成の場合） 

掲載ページ 掲載位置 掲載枠数 

１５～１８ページ 最下段 １号広告×２枠又は２号広告×１枠 

（２４ページ構成の場合） 

掲載ページ 掲載位置 掲載枠数 

１９～２２ページ 最下段 １号広告×２枠又は２号広告×１枠 

注：広報紙の編集に支障があるときは、掲載ページ、掲載位置を変更す

ることがある。 

ページ 
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17.8 ㎝ 

最  下  段 



第１号様式（第６条関係） 

 

「広報あさひ」広告掲載申込書 

 

年  月  日 

旭市長 米本 弥一郎 

所在地           

 名称            

代表者氏名         

 

旭市「広報あさひ」広告取扱要領の内容を確認・同意の上で、同要領

第６条の規定により、広告の掲載について、次のとおり申し込みます。

また、旭市が市税等納付状況調査を行うことに同意します。 

【添付書類】 

１ 業務内容等を明らかにする書類等（会社案内、パンフレット等） 

２ 掲載しようする広告案 

３ その他市長が必要と認めるもの 

広告媒体  広報あさひ 

広告の規格  １号広告 ・ ２号広告 

掲載希望期間 

（回数） 
  年  月号から  年  月号まで（計 回） 

連絡先 電話  

 ＦＡＸ  

E－mail  

担当者  



第２号様式（第７条関係） 

 

「広報あさひ」広告掲載可否決定通知書 

 

年  月  日 

 

    名称 

 

    代表者氏名      様 

旭市長 米本 弥一郎  

 

   年  月  日付けで申し込みのあった広告の掲載について、次

のとおり決定したので、旭市「広報あさひ」広告取扱要領第７条第２項

の規定により通知します。 

 

決定区分 

□ 承認します。 

□ 承認しません。 

 （理由） 

 

 

広告の掲載期間

（回数） 
    年  月号から  年  月号まで（計 回） 

広告掲載料        円 

納入期限   年  月  日 

原稿提出期限   年  月  日 



第３号様式（第１２条関係） 

 

「広報あさひ」広告掲載中止申出書 

 

年  月  日 

旭市長 米本 弥一郎 

所在地           

 名称            

代表者氏名         

 

   年  月  日付けで承認された広告の掲載について、旭市「広

報あさひ」広告取扱要領第１２条第２項の規定により、次のとおり掲載

の中止を申し出ます。 

 

掲載を中止する期間 

（回数） 
  年  月号から  年  月号まで（計 回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第１３条関係） 

 

「広報あさひ」広告掲載料還付請求書 

 

年  月  日 

旭市長 米本 弥一郎 

所在地           

 名称            

代表者氏名      印  

 

 旭市「広報あさひ」広告取扱要領第１３条第２項の規定により、広告

掲載料について、次のとおり還付を請求します。 

 

還付請求対象期間

（回数） 
   年  月号から  年  月号まで（計 回） 

請求金額 円 

振込金融機関 

銀行 

農業協同組合 

金庫 

信用組合 

  本店 

  支店 

  支所 

預金種目 １．普通    ２．当座 

口座番号  

口座名義人 

（カタカナ） 
 

備 考 

 口座名義人は、請求者本人としてください。 


